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震災復興型カーボンオフセット用紙を使用す
ることにより、CO2削減事業ならびに東北経
済復興を支援しております。

ユニバーサルデザイン（UD）の考え方に基
づき、より多くの人に見やすく読みまちがえ
にくいデザインの文字を採用しています。

環境に優しいリサイクルした植物油を使用し
たベジタブルインキを使用しております。





















●コンプライアンス（法令等遵守）態勢について	 	
　コンプライアンスとは、金融機関業務に関する法令や諸規定等にとどまらず、倫理や社会的規範等のあらゆるルールを
遵守することをいいます。

■基本的な考え方
　当金庫は、地域金融機関として地域社会の健全な発展と地域の皆さまの生活向上等に貢献する社会的使命があります。
地域の皆さまに真に信頼されるためには、全役職員のモラル向上を図り、法令や社会規範、各種ルールを遵守することは
勿論のこと、日々の業務を適正・的確に運営していくことが基本であると考えています。

　当金庫は、コンプライアンスの徹底を金庫経営の重要課題
として捉えており、法令等遵守方針及び反社会的勢力排除方
針を定め、組織体制の整備等を行い、厳正なコンプライアン
ス管理に組織を挙げて取り組んでおります。
・ 理事会は、法令等の違反行為を未然防止するための態勢を

整備するとともに、コンプライアンス・マニュアルを策定
し、またコンプライアンス・プログラムを年度ごとに策定
しています。

・ 理事は、法令等遵守状況のモニタリングや遵守の徹底等の
方法を十分理解し、適正な法令等遵守態勢の構築に向けた
方策を整備しています。

・ コンプライアンス委員会は、理事会に付議・報告する事項
の審議、理事会からの委任事項及びコンプライアンスに係
る重要事項を審議・決定しています。

・ 管理体制としては、統括部門としてリスク統括部を設置す
るとともに、コンプライアンス担当部門に部門長及びコン
プライアンス ･ オフィサー（営業統括部門除く）を置いて
います。

・ 本部各部及び営業店には、コンプライアンス担当者を配置
し、部店内の啓蒙活動や法令等遵守状況の検証等を行って
います。

◎コンプライアンス体制図

◆反社会的勢力に対する基本方針 （2025 年７月１日現在）

　当金庫は、社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力との関係を遮断するため、
次のとおり「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、これを遵守します。

１． 当金庫は、反社会的勢力との取引を含めた関係を遮断し、不当要求に対しては断固として拒絶します。 
２． 当金庫は、反社会的勢力による不当要求に対し、職員の安全を確保しつつ組織として対応し、迅速な問題解決に努

めます。 
３． 当金庫は、反社会的勢力に対して資金提供、不適切・異例な取引及び便宜供与は行いません。 
４． 当金庫は、反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察、暴力追放センター、弁護士などの外部専門機関

と緊密な連携体制を構築します。 
５． 当金庫は、反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対抗措置を講じる等、断固たる態

度で対応します。

◆マネー・ローンダリング等への対応	 （2025 年７月１日現在）

　当金庫は、マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融の防止に向けた対策を経営上の重要な課題の一つとして
位置付け、リスク統括部を統括部署、統括管理責任者に代表理事を任命するとともに、当金庫が直面するリスクを適切に
評価し、リスクに応じた対策を実施しています。

理事会

コンプライアンス委員会

コンプライアンス統括部門
リスク統括部

コンプライアンス・オフィサー会議

コンプライアンス担当者会議

コンプライアンス担当部門長
コンプライアンス担当部門（本部各部・本店）

コンプライアンス・オフィサー（営業統括部門除く）

コンプライアンス担当者
本部各部・営業店
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●統合的リスク管理態勢について
　当金庫では、リスク管理を経営の重要課題と位置付けた上で、その徹底を図るため、統合的リスク管理方針及びリスク・
カテゴリーごとのリスク管理方針を定め、事業運営上内在する様々なリスクに対して適切な管理ができるよう組織的に取
り組み、健全性の確保と収益性の向上に努めております。

◎統合的リスク管理体制図 リスク管理方針決定・見直し
戦略目標策定（収益目標・リスクテイク戦略等）等々

リスク統括部

　当金庫は、直面するリスクに関して、自己資本比率の算定
に含まれないリスク（与信集中リスク、銀行勘定の金利リス
ク等）を含めて、それぞれのリスク・カテゴリーごと（信用
リスク、市場リスク、流動性リスク、及びオペレーショナル・
リスク）に評価したリスクを総体的に捉え、経営体力（自己
資本）と対比することによって、適切に統合的なリスク管理

を行うこととしています。
　体制面では、リスク管理に係る最高意思決定機関である理
事会のもとに、常務会と同等の決議機関であるリスク管理委
員会及びＡＬＭ委員会を設置するとともに、統合的リスク管
理の統括部門としてリスク統括部を設置しています。

◎自己資本充実度の評価
　「自己資本の額」の使用率は 45.4％であり、最大損失が発生した場合でも、経営の健全性を維持しています。

（注）１． 2025 年 3 月末の自己資本の額は 62,530 百万円です（詳しくは【資料編】21 ページをご覧ください。）。「自己資本の額」から、自己資本比率 4％
を維持できる必要自己資本額（不配賦資本）16,000 百万円を差し引いた 46,530 百万円をリスク資本枠としてリスク・カテゴリー毎に配賦
しています。

　　２．リスク量は、次の方法により算出しています。
　　　　（1）オペレーショナル・リスク

・標準的計測手法…事業規模要素（BIC）× 内部損失乗数（ILM：当金庫は 1）
　　　　（2）市場リスク

・ＶａＲ計測によるもの… 預貸金等は観測期間：1 年・保有期間：1 年・信頼水準：99％、有価証券等は観測期間：1 年・保有期間 1 年（満
期保有目的の債券）もしくは 3 カ月（その他有価証券）・信頼水準：99％、金銭の信託は観測期間 5 年・保
有期間 1 年・信頼水準：99％によるＶａＲ値（分散共分散法もしくはヒストリカル法）

・ＶａＲ計測以外のもの… 自主運用型特定金銭信託はロスカットポイントとなる値下がり額  
金銭の信託又は投資信託内の信託財産のうち、不動産や有限責任組合出資金など時価の更新頻度が著しく低
く現金化までに相当の期間を要することが明らかな信託財産（以下「低流動性資産」という）が含まれてい
る場合は、従来から計測しているＶａＲに加えて、「低流動性資産のうち当金庫持ち分 ×50％」

　　　　（3）信用リスク
・ＶａＲ計測によるもの… 保有期間：償還年限までの残存年数（満期保有目的の債券）もしくは 1 年（「満期保有目的の債券」以外）・

信頼水準：99％によるＶａＲ値（モンテカルロ・シミュレーション法）
・ＶａＲ計測以外のもの… 政策投資及び子会社株式、年金福祉広域協会信託受益権は簿価  

譲渡性預金を除くその他の証券、私募 REIT は「簿価 ×50％」
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オペレーショナル・リスク
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風評リスク
経営企画部
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常務会

理事会

本部関係部署

営業店

有形資産リスク
総務部

人的リスク
総務部

法務リスク
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システムリスク
業務サポート部

事務リスク
業務サポート部

ＡＬＭ委員会 リスク管理委員会

リスク・カテゴリー
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全国しんきん相談所
（（一社）全国信用金庫協会）

所 在 地／〒 103-0028
　　　　　東京都中央区八重洲 1丁目３－７
電話番号／ 03-3517-5825
受付時間／ 9:00 ～ 17:00（当金庫の平日営業日）
受付方法／電話、手紙、面談

（5）�札幌弁護士会が設置運営する紛争解決センター、もしくは東京
弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会（以下「東京
三弁護士会」といいます。）が設置運営する仲裁センター等で
紛争の解決を図ることも可能ですので、お客様サポート室又は
しんきん相談所へお申し出ください。なお、各弁護士会に直接
お申し立ていただくことも可能です。

札幌弁護士会
紛争解決センター

所 在 地／〒 060-0001
　　　　　札幌市中央区北１条西 10丁目
　　　　　札幌弁護士会館札幌法律相談センター内
電話番号／ 011-251-7730
受　　付／月～金（祝日、年末年始除く）
　　　　　10:00 ～ 12:00　13:00 ～ 16:00

東京弁護士会
紛争解決センター

所 在 地／〒 100-0013
　　　　　東京都千代田区霞が関１－１－３ 弁護士会館
電話番号／ 03-3581-0031
受　　付／月～金（祝日、年末年始除く）
　　　　　9:30 ～ 12:00　13:00 ～ 16:00

第一東京弁護士会
仲裁センター

所 在 地／〒 100-0013
　　　　　東京都千代田区霞が関１－１－３ 弁護士会館
電話番号／ 03-3595-8588
受　　付／月～金（祝日、年末年始除く）
　　　　　10:00 ～ 12:00　13:00 ～ 16:00

第二東京弁護士会
仲裁センター

所 在 地／〒 100-0013
　　　　　東京都千代田区霞が関１－１－３ 弁護士会館
電話番号／ 03-3581-2249
受　　付／月～金（祝日、年末年始除く）
　　　　　9:30 ～ 12:00　13:00 ～ 17:00
※�弁護士会に紛争の解決を依頼する場合の申立と話し合いに必要な費用は
無料ですが、金融ＡＤＲにより紛争が解決した場合には、解決額に応じ
て弁護士会所定の成立手数料をご負担いただきます。

（6）�東京三弁護士会の仲裁センタ一等は、東京都以外のお客さまに
もご利用いただけます。その際には、次の１．、２．の方法に
より、お客さまのアクセスに便利な東京以外の弁護士会の仲裁
センタ一等を利用することもできます。� �
　なお、ご利用いただける弁護士会については、あらかじめ、
東京三弁護士会、�全国しんきん相談所又は当金庫お客様サポー
ト室にお尋ねいただくか、各ホームページをご覧ください。

　　１．�現地調停� �
　東京三弁護士会の調停人とそれ以外の弁護士会の調停人
がテレビ会議システム等を用いて、共同して紛争の解決に
当たります。� �
　例えば、お客さまは、札幌弁護士会紛争解決センタ一等
にお越しいただき、当該弁護士会の調停人とは面談で、東
京三弁護士会の調停人とはテレビ会議システム等を通じて
お話しいただくことにより、手続きを進めることができます。

　　２．�移管調停� �
　当事者間の同意を得たうえで、東京以外の弁護士会に案
件を移管します。� �
　例えば、札幌弁護士会紛争解決センタ一等に案件を移管
し、当該弁護士会の仲介センタ一等で手続きを進めることが
できます。

（7）�当金庫の相談・苦情等の対応
　　�　当金庫は、お客さまからの相談・苦情等のお申し出に迅速・公

平かつ適切に対応するため、以下のとおり金融ＡＤＲ制度も踏ま
え、内部管理態勢等を整備して相談・苦情等の解決を図り、もっ
て当金庫に対するお客さまの信頼性の向上に努めます。

※�金融ＡＤＲ（Alternative�Dispute�Resolution）制度
　�金融分野における裁判外紛争解決制度。訴訟に代わるあっせん・
調停・仲裁等の当事者の合意に基づく紛争の解決方法。

　　１．�営業店及び各部門に責任者をおくとともに、お客様サポー
ト室がお客さまからの相談・苦情等を一元的に管理し、適
切な対応に努めます。

　　２．�相談・苦情等のお申し出については事実関係を把握し、営
業店、関係部門及びお客様サポート室が連携したうえ、速
やかに解決を図るよう努めます。

　　３．�相談・苦情等の対応にあたっては、解決に向けた進捗管理
を行うとともに、相談・苦情等のお申し出のあったお客さ
まに対し、必要に応じて手続きの進行に応じた適切な説明
をお客様サポート室から行います。

　　４．�お客さまからの相談・苦情等のお申し出は、全国しんきん
相談所をはじめとする他の機関でも受け付けていますの
で、内容やご要望等に応じて適切な機関をご紹介致します。

　　５．�紛争解決を図るため、弁護士会が設置運営する仲裁セン
ター等を利用することができます。その際には、当該仲裁
センター等の規則等も踏まえ、適切に協力します。

　　６．�お申し出のあった相談・苦情等を記録・保存し、その対応
結果に基づき、相談・苦情等に対応する態勢の在り方の検
討・見直しを行います。

　　７．�相談・苦情等への対応が実効あるものとするため、内部監
査部門が監査する態勢を整備しています。

　　８．�相談・苦情等に対応するため、関連規程等に基づき業務が
運営されるよう、研修等により金庫内に周知・徹底します。

　　９．�お客さまからの相談・苦情等は、業務改善・再発防止等に
必要な措置を講じることにより、今後の業務運営に活かし
ていきます。

　　10．�相談・苦情等への取組み体制（下図）
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苦情処理措置・紛争解決措置等の概要 （2025 年７月１日現在）

（2025 年７月１日現在）

　当金庫は、お客さまからの問合せ、相談、要望、苦情及び紛争（以
下「相談・苦情等」といいます。）に関するお申し出を営業店又はお
客様サポート室で受け付けています。

（1）�相談・苦情等のお申し出があった場合、その内容を十分に伺っ
たうえ、内部調査を行って事実関係の把握に努めます。

（2）�事実関係を把握したうえで、営業店、関係部門等とも連携を図
り、迅速・公平かつ適切にお申し出の解決に努めます。

（3）�相談・苦情等のお申し出については記録・保存し、対応結果に
基づく改善措置を徹底のうえ、再発防止や未然防止に努めます。

　　�相談・苦情等は営業店又は左記お客様サポート室へお申し出く
ださい。

（4）�当金庫のほかに、（一社）北海道信用金庫協会が運営する「北海
道地区しんきん相談所」ならびに（一社）全国信用金庫協会が運
営する「全国しんきん相談所」（以下「しんきん相談所」といい
ます。）など、他の機関でも相談・苦情等のお申し出を受け付け
ています。詳しくは左記お客様サポート室にご相談ください。

北海道地区しんきん相談所
（（一社）北海道信用金庫協会）

所 在 地／〒 060-0005
　　　　　札幌市中央区北５条西５丁目２－５
電話番号／ 011-221-3273
受付時間／ 9:00 ～ 17:00（当金庫の平日営業日）
受付方法／電話、手紙、面談

帯広信用金庫
お客様サポート室

マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策ポリシー
　当金庫は、マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融（以
下「マネロン等」という）の防止に向け、適用される関係法令等を
遵守し、業務の適切性を確保するため、基本方針を次のとおり定め、
管理態勢を整備します。
１．運営方針
当金庫は、マネロン等の防止に向けた対策を経営上の重要な課
題の一つとして位置づけ、マネロン等の脅威に対し、組織とし
て適切に対応できる管理態勢を構築します。
経営陣は、マネロン等対策に係る態勢の整備、方針・手続き・
計画の立案・推進、及びリスクの特定・評価・低減に係る各種
取組みを主導します。

２．管理態勢
当金庫は、マネロン等対策の責任を担う統括管理責任者に代表
理事を任命するとともに、マネロン等対策の統括部門を定め、
専門性を有する人材の配置及び必要な予算の配分等、適切な資
源配分を実施するとともに、マネロン等対策に関わる役員・職
員間での連携の枠組みを構築します。

３．リスクベース・アプローチ
当金庫は、リスクベース・アプローチの考え方に基づき、国に
よるリスク評価（犯罪収益移転危険度調査書）及び当金庫の疑
わしい取引の届出の状況等を踏まえ、当金庫が直面しているマ
ネロン等リスクを特定します。
また、特定した自らの事業環境・経営戦略・リスク特性をもと
に、取引量や影響の発生率、影響度等の観点を踏まえてリスク
の大きさを評価し、リスクに応じた低減措置を講じます。

４．お客さまの管理方針
当金庫は、新規取引開始時及びお客さまの情報や取引内容等に
応じて取引開始後継続的に、本人確認や取引目的の確認等を実
施します。

また、当金庫がお客さまや取引内容等に関して確認が必要な情
報を検知した場合等には、適時、追加の確認・調査を実施します。
なお、これらの確認・調査に際しては、必要に応じて追加的な
証跡資料等の提出を求めます。

５．疑わしい取引の届出
当金庫は、営業店からの報告やシステムによる検知、捜査機関
等からの照会、お客さまの申し出等を受け、疑わしい取引を検
知した際は、その内容を調査し、疑わしい取引に該当すると判
断した場合は直ちに当局に届出を行います。

６．経済制裁及び資産凍結
当金庫は、システム等により資産凍結等経済制裁対象者との取
引を検知し、調査の結果、制裁対象に該当すると判断した場合、
当該取引を謝絶するとともに、資産凍結等の措置を適切に実施
します。

７．役職員の研修
当金庫は、マネロン等対策に関わる全ての役職員に対して継続
的に研修を実施し、役職員の知識習得、意識向上を図るととも
に、各役割に応じた専門性を有する役職員の確保・育成に努め
ます。

８．実効性の検証
当金庫は、マネロン等リスク管理態勢について、統括部門によ
る検証に加え独立した内部監査部門による監査を定期的に実施
し、当該結果を踏まえた継続的な改善に努めます。

９．お客さまからの理解促進
当金庫は、新規取引開始時及び取引開始後継続的に実施する本
人確認や取引目的の確認、追加の確認・調査等についてお客さ
まから理解を得るため、当金庫のホームページや営業店におけ
る掲示等を活用して、周知・広報に取り組みます。

　当金庫は、お客さまの自由な意思を尊重し、その資産・情報及び
その他の利益を保護するとともに、お客さまの利便性向上の重要性
を十分認識し、お客さまの保護を重視するため、次のとおり「顧客
保護等管理方針」を定め、これを遵守します。

（1） 当金庫は、お客さまへの説明を要するすべての取引や商品につ
いて、適切かつ十分にその理解や経験・資産の状況等に応じた
適正な情報提供と商品説明を行います。

（2） 当金庫は、お客さまからの問合せ、相談、要望、苦情及び紛争
については、公正・迅速・誠実に対応し、お客さまの理解と信
頼を得られるよう努めるとともにお客さまの正当な利益が保護
されるよう真摯に取り組みます。

（3） 当金庫は、お客さまの情報を適正かつ適法な手段で取得し、法

令等で定める場合を除き、利用目的の範囲を超えた取扱いやお
客さまの同意を得ることなく外部への提供を行いません。また、
お客さまの情報を正確に保つよう努め、情報への不正なアクセ
スや情報の流出・紛失等の防止のため、必要かつ適正な措置を
講じます。

（4） 当金庫が必要に応じて業務を外部業者に委託する場合、当金庫
は、お客さまの利益を守るとともに、お客さまの情報の管理や
適切な対応が行われるよう外部委託先を管理します。

（5） 当金庫は、顧客保護等に関わる金融円滑化への取組み、及び利
益相反管理への取組みについては、別に定める「金融円滑化管
理方針」及び「利益相反管理方針」に基づき適切に対応します。

顧客保護等管理方針 （2025 年７月１日現在）

所 在 地　　〒 080-8701
　　　　　　　帯広市西３条南７丁目２番地
電 話 番 号　　0800-800-3345
　　　　　　　（北海道内からの通話無料）

ホームページ　　

受 付 時 間　　9：00 ～ 17：00（当金庫の平日営業日）
受 付 方 法　　電話、手紙、面談、ホームページ

※ お客さまの個人情報は相談・苦情等の解決を図るため、またお客
さまとのお取引を適切かつ円滑に行うために利用致します。
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５．	個人情報等の安全管理について
● 当金庫は、お客さまの個人情報等の漏えい、滅失、又は毀損の防止、その他の個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じます。

当金庫における個人データの安全管理措置に関しては、当金庫の内部規程等において定めておりますが、主な内容は以下のとおりです。
（1） 個人データの適正な取扱いの確保のため、関係法令・ガイドライン等を遵守するとともに、下記の相談窓口にて、個人データ

の取扱いに関するご質問・相談及び苦情を受け付けています。
（2）取得、利用、保管、移送、消去・廃棄等の段階ごとに、取扱方法、責任者・取扱者及びその任務等について定めています。
（3） 個人データの取扱いに関する責任者を設置するとともに、個人データを取り扱う職員及び当該職員が取り扱う個人データの範

囲を明確化し、法令等や内部規程等に違反している事実又はそのおそれを把握した場合の報告連絡体制を整備しています。また、
個人データの取扱状況について、定期的に自己点検を実施するとともに、内部監査部門による監査を実施しています。

（4）個人データの取扱いに関する留意事項について、職員に定期的な研修を実施しています。
（5） 個人データを取り扱う区域において、職員の入退室管理及び持ち込む機器等の制限を行うとともに、権限を有しない者による

個人データの閲覧を防止する措置を実施しています。また、個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失
等を防止するための措置を講じるとともに、当該機器、電子媒体等から容易に個人データが判明しないよう措置を実施しています。

（6） アクセス制御を実施して、取扱者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定しています。また、個人データを取り扱
う情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入しています。

６．	委託について
● 当金庫は、例えば次のような場合に、個人データの取扱いの委託を行っています。また、委託に際しましては、お客さまの個人情

報等の安全管理が図られるよう委託先を適切に監督致します。
（1）キャッシュカード発行・発送に関わる事務
（2）定期預金の期日案内等の作成・発送に関わる事務
（3）ダイレクトメールの発送に関わる事務
（4）情報システムの運用・保守に関わる業務

7．	個人データの第三者提供について
● 当金庫は、お客さまから同意を得て、個人データの第三者提供を行う場合には、あらかじめ、提供先の第三者、当該第三者におけ

る利用目的、提供する個人データの項目等を示し、原則として書面（電磁的記録を含みます）にて同意をいただくこととします。
　 また、その提供先が外国にある第三者の場合には、上記取扱いに加え、法令等の定めるところにより、あらかじめ、①提供する第

三者が所在する外国の名称、②当該外国の個人情報の保護に関する制度に関する情報、③提供先の第三者が講ずる個人情報の保護
のための措置に関する情報等について情報提供致します。

　※　 同意の確認をする時点で、提供先の第三者が所在する外国が特定できない場合には、特定できない旨及びその具体的な理由等
について、また、提供先の第三者が講ずる個人情報の保護のための措置について情報提供できない場合には、情報提供できな
い旨及びその理由等について情報提供します。この場合、事後的に提供先の第三者が所在する外国を特定できた場合には上記①・
②の事項について、事後的に提供先の第三者が講ずる個人情報の保護のための措置等についての情報提供が可能となった場合
には上記③の事項について、お客さまのご依頼に応じて情報提供致しますのでお申し出ください（ただし、当金庫の業務の適
正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合等を除きます）。

８．	個人情報保護に関する質問・苦情・異議の申し立てについて
● 当金庫は、個人情報等の取扱いにかかるお客さまからの苦情処理に適切に取り組みます。なお、当金庫の個人情報等の取扱いに関

するご質問・苦情の申し立てにつきましては、お取引店又は下記までご連絡ください。

〈個人情報等に関するご相談窓口〉
　帯広信用金庫　お客様サポート室　　住　　所：帯広市西３条南７丁目２番地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号：０８００－８００－３３４５（北海道内からの通話無料）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　受付時間：当金庫の平日営業日の９：00 ～ 17：00

　当金庫は、信用金庫法及び金融商品取引法等を踏まえ、お客さまと
の取引にあたり、本方針及び当金庫が定める庫内規程に基づき、お客
さまの利益が不当に害されるおそれのある取引を適切に管理（以下「利
益相反管理」といいます。）し、もってお客さまの利益を保護するとと
もに、お客さまからの信頼を向上させるため、次の事項を遵守致します。
１． 当金庫は、当金庫がお客さまと行う取引を対象として利益相反

管理を行います。
２． 当金庫は、以下に定める取引を利益相反管理の対象とします。
　　（1） 次に掲げる取引のうち、お客さまの利益が不当に害される

おそれのある取引
　　　　ア． 当金庫が契約等に基づく関係を有するお客さまと行う

取引
　　　　イ． 当金庫が契約等に基づく関係を有するお客さまと対立

又は競合する相手と行う取引
　　　　ウ． 当金庫が契約等に基づく関係を有するお客さまから得

た情報を不当に利用して行う取引
　　（2） 前ア．イ．ウ．のほか、お客さまの利益が不当に害される

おそれのある取引

利益相反管理方針の概要 （2025 年７月１日現在）

３． 当金庫は、利益相反管理の対象となる取引について、次に掲げ
る方法その他の方法を選択し、又はこれらを組み合わせること
により適切に管理します。

　　（1） 対象取引を行う部門とお客さまとの取引を行う部門を分離
する方法

　　（2） 対象取引又はお客さまとの取引の条件又は方法を変更する
方法

　　（3） 対象取引又はお客さまとの取引を中止する方法
　　（4） 対象取引に伴い、お客さまの利益が不当に害されるおそれ

があることについて、お客さまに適切に開示する方法
４． 当金庫は、営業部門から独立した管理部門に責任者の配置を行

い、利益相反のおそれのある取引の特定及び利益相反管理を一
元的に行います。

　　 また、当金庫は、利益相反管理について定められた法令及び庫内
規程等を遵守するため、役職員を対象に教育・研修等を行います。

５． 当金庫は、利益相反管理態勢の適切性及び有効性について定期
的に検証します。

　当金庫は、経営理念にある「十勝に暮らす人々の豊かさを追求す
る」及び「誠実と健全を基本とし何よりも信用を大切にする」ため
に、十勝に暮らすお客さまの資産運用・資産形成業務において、よ
り一層の「お客さま本位の業務運営」の実現に向けて、真にお客さ
まのことを考え行動致します。
　また、本基本方針を公表するとともに、その実践に向けた取組状
況等を定期的に公表することに加え、より良い業務運営を実現する
ために定期的に見直しを行ってまいります。
１．	お客さまにとっての最善の利益の追求
　　 　当金庫は、十勝に暮らすお客さまにとっての最善の利益の追

求のために、誠実・公正に業務を行ってまいります。また、研
修等を通じて役職員の知識習得を図り能力を高めるとともに、
本部担当者との連携強化を図ることで、専門性の高度化と職業
倫理の向上・定着に努めてまいります。

　　＜主な取組み＞
　　・ 常にお客さまの最善の利益の追求を意識した業務運営を組織

文化として定着させてまいります。
　　・ お客さまの最善の利益の追求のために、人材育成や研修を充

実させ、専門性やコンサルティング能力を高めてまいります。
　　・ お客さまの知識・経験・財産の状況や投資目的やライフプラン・

ライフサイクルを適切に把握し、お客さまのニーズにお応え
できるように金融商品・サービスをご提案してまいります。

２．利益相反の適切な管理
　　 　当金庫は、十勝に暮らすお客さまとの取引にあたり、お客さ

まの利益が不当に害されることがないよう「利益相反管理方針」
に則った適切な管理に努めてまいります。

　　＜主な取組み＞
　　・ 営業部門から独立した管理部門に責任者の配置を行い、利益

相反のおそれのある取引の特定及び利益相反管理を一元的に
行ってまいります。

　　　 また、利益相反管理について定められた法令及び庫内規程等
を遵守するため、役職員を対象に教育・研修等を行ってまい
ります。

　　・ 利益相反管理体制の適切性及び有効性について定期的に検証
してまいります。

３．	手数料等の明確化
　　 　当金庫は、各種商品・サービスを十勝に暮らすお客さまにご

提供するにあたり、適切な投資判断や選択ができるよう、お客
さまが負担する手数料その他費用の詳細をできる限り分かりや
すく丁寧な情報提供に努めてまいります。

　　＜主な取組み＞
　　・ 重要情報シートのほか、契約締結前交付書面や目論見書、商

品概要・設計書等の説明資料を用いて、お客さま一人ひとり
にご理解いただけるよう、分かりやすい丁寧な説明を行って

お客さま本位の業務運営に関する基本方針 （2025 年７月１日現在）
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個人情報保護宣言（プライバシーポリシー） （2025 年７月１日現在）

帯広信用金庫
　〒０８０- ８７０１　帯広市西３条南７丁目２番地　理事長　中田　真光

　当金庫は、お客さまからの信頼を第一と考え、お客さまの個人情報及び個人番号（以下、「個人情報等」といいます。）の適切な保護と利
用を図るために、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年５月 30 日法律第 57 号）、行政手続における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律（平成 25 年５月 31 日法律第 27 号）及び金融分野における個人情報保護に関するガイドラインならびに、その他個人
情報等保護に関する関係諸法令等を遵守するとともに、その継続的な改善に努めます。また、個人情報等の機密性・正確性の確保に努めます。
１．	個人情報等とは

● 本プライバシーポリシーにおける「個人情報等」とは、生存する個人に関する情報であって「住所・氏名・電話番号・生年月日」等、
特定の個人を識別することができる情報（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる
ものを含みます。）、又は「個人識別符号」が含まれる情報をいいます。

　なお、個人識別符号とは、以下のいずれかに該当するもので、政令等で個別に指定されたものをいいます。
（1）身体の一部の特徴をコンピュータ処理できるよう変換したデータ
　　＜例＞顔・静脈・声紋・指紋認証用データ等

（2）国・地方公共団体等により利用者等に割り振られる公的な番号
　　＜例＞運転免許証番号、パスポート番号、個人番号（マイナンバー）等

２．	個人情報等の取得・利用について
　（1）個人情報等の取得

● 当金庫は、あらかじめ利用の目的を明確にして個人情報等の取得をするとともに、偽りその他不正の手段により個人情報等を取得
することはありません。また、金庫業務の適切な業務運営の必要から、お客さまの住所・氏名・電話番号・性別・生年月日などの
個人情報の取得に加えて、融資のお申込の際には、資産、年収、勤務先、勤続年数、ご家族状況、金融機関でのお借入れ状況など、
金融商品をお勧めする際には、投資に関する知識・ご経験、資産状況、年収などを確認させていただくことがあります。

● お客さまの個人情報等は、
　 ①預金口座のご新規申込書等、お客さまにご記入・ご提出いただく書類等に記載されている事項、②営業店窓口係や得意先係等が

口頭でお客さまから取得した事項、③当金庫ホームページ等の「お問い合わせ」等の入力事項、④電子交換所等の共同利用者や個
人信用情報機関等の第三者から提供される事項、⑤その他一般に公開されている情報等から取得しています。

　（2）個人情報等の利用目的
　 ● 当金庫は、次の業務において、次の利用目的のために個人情報等を利用し、それ以外の目的には利用しません。個人番号については、

法令等で定められた範囲内でのみ利用致します。また、お客さまにとって利用目的が明確になるよう具体的に定めるとともに、取
得の場面に応じ、利用目的を限定するよう努めます。お客さま本人の同意がある場合、もしくは法令等により開示・提供が求めら
れた場合等を除いて、個人情報等を第三者に開示・提供することはございません。

　　（個人情報（個人番号を含む場合を除く）の利用目的）
（業務内容）
①預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務及びこれらに付随する業務
② 公共債・投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法令により信用金庫が営むことができる業

務及びこれらに付随する業務
③その他信用金庫が営むことができる業務及びこれらに付随する業務（今後取扱いが認められる業務を含む）

（利用目的）
①各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
②法令等に基づくご本人様の確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
③預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
④融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
⑤適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
⑥ 与信事業に際して当金庫が加盟する個人信用情報機関に個人情報を提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に

提供するため
⑦ 他の事業者等から個人情報の処理の全部又は一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
⑧お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑨市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
⑩ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
⑪提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
⑫各種お取引の解約・終了やお取引解約・終了後の事後管理のため
⑬その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため

　　（個人番号及び個人番号を含む個人情報の利用目的）
①出資配当金の支払に関する法定書類作成・提供事務のため
②金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務のため
③金融商品取引に関する法定書類作成・提供事務のため
④国外送金等取引に関する法定書類作成・提供事務のため
⑤非課税貯蓄制度等の適用に関する事務のため
⑥預貯金口座付番に関する事務のため
⑦住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等に関する法定書類作成・提供事務のため
⑧公金受取口座の登録・変更・抹消等に関する事務のため
⑨災害時及び相続時における預貯金口座の情報提供に関する事務のため
⑩本人特定事項及び個人番号の正確性の確保に関する事務のため

　　（法令等による利用目的の限定）
① 信用金庫法施行規則第 110 条等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金

需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供致しません。
② 信用金庫法施行規則第 111 条等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情

報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供致しません。
　上記の利用目的につきましては、当金庫のホームページのほか、店頭掲示のポスター等でもご覧いただけます。

　（3）ダイレクト・マーケティングの中止
　 ● 当金庫は、ダイレクトメールの送付や電話等での勧誘等ダイレクト・マーケティングで個人情報等を利用することについて、お客

さまから中止のお申出があった場合は、当該目的での個人情報等の利用を中止致します。中止を希望されるお客さまは、お取引店
又は 25 ページに記載の当金庫相談窓口へ、又は、当金庫から電磁的取引の中で中止方法のご案内を行っている場合は、その手順に
従ってお申出ください。

３．	個人情報等の正確性の確保について
● 当金庫は、お客さまの個人情報等について、利用目的の達成のために、個人データを正確かつ最新の内容に保つように努めます。

４．	個人情報等の利用目的の通知・開示・訂正等、利用停止等について
● お客さま本人から、当金庫が保有している情報について開示のご請求（第三者提供記録の開示も含みます。）があった場合には、請

求者がご本人であること等を確認させていただいたうえで、遅滞なくお答えします。
● お客さま本人から、当金庫が保有する個人情報等の内容が事実でないという理由によって当該個人情報等の訂正、追加、削除のご

要望があった場合には、遅滞なく必要な調査を行ったうえで個人情報等の訂正等を行います。なお、調査の結果、訂正等を行わな
い場合には、その根拠をご説明させていただきます。

● お客さま本人から、法令の定めるところにより、当金庫が保有する個人情報等の利用停止又は消去のご要望があった場合には、遅
滞なく必要な調査を行ったうえで利用停止又は消去を行います。なお、調査の結果、利用停止又は消去を行わない場合には、その
根拠をご説明させていただきます。

● お客さまからの個人情報等の利用目的の通知ならびに個人情報等の開示及び第三者提供記録の開示等のご請求については、所定の
手数料をお支払いいただきます。

● 以上のとおり、お客さまに関する情報の開示・訂正等、利用停止等が必要な場合は、お取引店又は 25 ページに記載の当金庫相談
窓口お問い合わせ先までお申出ください。必要な手続きについてご案内させていただきます。
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●主要な事業の内容 （2025 年７月１日現在）

１． 預金及び定期積金の受入れ
　　ａ． 預金積金　当座預金、普通預金、貯蓄預金、通知預

金、定期預金、定期積金、別段預金、納税準備預金
　　ｂ． 譲渡性預金
２． 資金の貸付け及び手形の割引
　　ａ． 貸付　手形貸付、証書貸付、当座貸越
　　ｂ． 手形割引
３． 為替取引
４． 上記１～３の業務に付随する次に掲げる業務その他の業

務
　　① 債務の保証又は手形の引受け
　　② 有価証券（⑤に規定する証書をもって表示される金銭

債権に該当するもの及び短期社債等を除く。）の売買
（有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除
く。）又は有価証券関連デリバティブ取引（投資の目
的をもってするものに限る。）

　　③ 有価証券の貸付け
　　④ 国債証券、地方債証券若しくは政府保証債券（以下「国

債証券等」という。）の引受け（売出しの目的をもっ
てするものを除く。）ならびに当該引受けに係る国債
証券等の募集の取扱い及びはね返り玉の買取り

　　⑤ 金銭債権の取得又は譲渡及びこれに付随する業務（除
く商品投資受益権証書の取得・譲渡に係る付随業務）

　　⑥ 短期社債等の取得又は譲渡
　　⑦ 次に掲げる者の業務の代理
　　　 株式会社日本政策金融公庫
　　　独立行政法人住宅金融支援機構
　　　独立行政法人勤労者退職金共済機構
　　　独立行政法人福祉医療機構
　　　日本銀行
　　　年金積立金管理運用独立行政法人
　　　独立行政法人北方領土問題対策協会
　　　独立行政法人農林漁業信用基金
　　　独立行政法人中小企業基盤整備機構
　　　北海道建設業信用保証株式会社
　　　一般社団法人しんきん保証基金
　　　一般社団法人全国石油協会
　　　公益社団法人全国市街地再開発協会
　　　公益財団法人不動産流通推進センター
　　　独立行政法人環境再生保全機構

　　⑧ 次に掲げる者の業務の代理又は媒介（内閣総理大臣の
定めるものに限る。）

　　　 金庫（信用金庫及び信用金庫連合会）、銀行、長期信
用銀行、信用協同組合及び協同組合連合会、労働金庫
及び労働金庫連合会、農業協同組合及び農業協同組合
連合会、漁業協同組合・漁業協同組合連合会・水産加
工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会、農林中
央金庫

　　⑨ 信託会社又は信託業務を営む金融機関の業務の媒介
（内閣総理大臣の定めるものに限る。）

　　　信金中央金庫
　　　みずほ信託銀行株式会社
　　⑩ 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に

係る事務の取扱い
　　⑪ 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
　　⑫ 振替業
　　⑬ 両替
　　⑭ デリバティブ取引（有価証券関連デリバティブ取引に

該当するものを除く。）であって信用金庫法施行規則
で定めるもの（⑤に掲げる業務に該当するものを除
く。）

　　⑮ 金融等デリバティブ取引（⑤及び⑭に掲げる業務に該
当するものを除く。）

　　⑯ 金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理（信
用金庫法施行規則に定めるものを除く。）

　　⑰地域活性化等業務（信用金庫法施行規則で定めるもの）
５． 国債証券、地方債証券、政府保証債券その他の有価証券

について金融商品取引法により信用金庫が営むことので
きる業務（左記４により行う業務を除く。）

６． 法律により信用金庫が営むことのできる業務
　　① 保険業法（平成 7 年法律第 105 号）第 275 条第１

項により行う保険募集
　　② 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
　　③ 高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成 13 年法

律第 26 号）の定めるところにより、高齢者居住支援
センターからの委託を受けて行う債務保証の申込の受
付及び保証債務履行時の事務等（債務の保証の決定及
び求償権の管理回収業務を除く。）

　　④ 電子記録債権法（平成 19 年法律第 102 号）第 58
条第２項の定めるところにより、電子債権記録機関の
委託を受けて行う電子債権記録業に係る業務

　　⑤ 確定拠出年金法（平成 13 年法律第 88 号）により行
う業務

公共債・投資信託の窓口販売業務
　お客さまの資金運用ニーズにお応えできるよう、公共債の窓口販売及び投資信託の窓口販売を行っています。

種　類 内　容　と　特　色

公共債窓口販売 国債・地方債・政府保証債等、当金庫が引き受けた新発公共債の募集をしています。

投資信託窓口販売 多様化するお客さまの資金運用ニーズにお応えするため、各種投資信託を品揃えしています。

●業務のご案内 （2025 年７月１日現在）

27

金融商品に係る勧誘方針 （2025 年７月１日現在）

　当金庫は、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する
法律」に基づき、金融商品の販売等に際しては、次の事項を遵守し、
勧誘の適正の確保を図ることとします。
１． 当金庫は、お客さまの知識、経験、財産の状況及び当該金融商

品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、適正な情報の
提供と商品説明を致します。

２． 金融商品の選択・購入は、お客さまご自身の判断によってお決
めいただきます。その際、当金庫は、お客さまに適正な判断を
していただくために、当該金融商品の重要事項について説明を

致します。
３． 当金庫は、お客さまに対し事実と異なる説明をしたり、誤解を

招くことのないよう、研修等を通じて役職員の知識の向上に努
めます。

４． 当金庫は、法令等を遵守し、誠実・公正な勧誘を行います。
５． 当金庫は、お客さまにとって不都合な時間帯や迷惑な場所での

勧誘は行いません。
６． 金融商品の販売等に係る勧誘について、ご意見やお気づきの点

等がございましたら、お近くの窓口までお問い合わせください。

保険募集指針 （2025 年７月１日現在）

　当金庫は、以下の「保険募集指針」に基づき、適正な保険募集に
努めてまいります。
・ 当金庫は、保険業法をはじめとする関係法令等を遵守致します。
　 万一、法令等に反する行為によりお客さまに損害を与えてしまっ

た場合には、募集代理店として販売責任を負います。
・ 当金庫は、お客さまに引受保険会社名をお知らせするとともに、

保険契約を引受け、保険金等をお支払いするのは保険会社である
こと、その他引受保険会社が破たんした場合等の保険契約に係る
リスクについてお客さまに適切な説明を行います。

・ 当金庫は、取扱い保険商品の中からお客さまが適切に商品をお選
びいただけるように情報を提供致します。

・ 当金庫は、保険商品の持つリスクや商品内容を十分ご理解、ご納
得いただくために、丁寧にご説明致します。また、お申込みにあ
たっては、日を改めてご家族にご相談いただくなど、余裕をもっ
てご検討いただくこともお勧めしております。

・ 当金庫が取扱う一部の保険商品につきましては、法令等により次
のとおりご加入いただけるお客さまの範囲や保険金額等に制限が
課せられています。

１． 保険契約者・被保険者になる方が下記のいずれかに該当す
る場合には、当金庫の会員の方を除き、制限の課せられて
いる保険商品をお取扱いできません。

　　① 当金庫から事業性資金の融資を受けている法人・その代
表者・個人事業主の方（以下総称して「融資先法人等」
といいます）

　　② 従業員数が 20 名以下の「融資先法人等」の従業員・役員
の方

２． 「前１．に該当する当金庫の会員の方」、「従業員数が 21 名以
上の融資先法人等の従業員・役員の方」を保険契約者とする
一部の保険商品の契約につきましては、保険契約者一人あた
りの通算保険金額その他の給付金合計額（以下「保険金額等」
といいます）を、次の金額以下に限定させていただきます。

　　・ 生存又は死亡に関する保険金額等：1,000 万円

　　・ 疾病診断（がん、認知症）、要介護、入院、手術等に関す
る保険金額等（第三分野保険商品）

　　① 診断等給付金（一時金形式）…１保険事故につき 100 万円
　　※ 疾病診断（がん 100 万円、認知症 100 万円）、要介護

100 万円
　　②診断等給付金（年金形式）…月額換算５万円
　　※ 疾病診断（がん、認知症）、要介護の各保障を通算して月

額 5 万円
　　③ 疾病入院給付金…日額５千円【特定の疾病に限られる保

険は１万円】※合計１万円
　　④ 疾病手術等給付金…１保険事故につき 20 万円【特定の疾

病に限られる保険は 40 万円】※合計 40 万円

・ 当金庫は、ご契約いただいた保険契約の内容や各種手続き方法に
関するご照会、お客さまからの苦情・ご相談等の契約締結後の業
務にも適切に対応致します。

　 なお、ご相談内容によりましては、引受保険会社所定のご連絡窓
口へご案内、又は保険会社と連携してご対応させていただくこと
がございます。

・ 当金庫は、保険募集時の面談内容等を記録し、保険期間が終了す
るまで適切に管理致します。

　 また、お客さまから寄せられた苦情・ご相談等の内容は記録し、
適切に管理致します。

〈お問い合わせ窓口〉
　 保険契約に関する苦情・ご相談その他不明の点は、下記までお問

い合わせください。

　帯広信用金庫　お客様サポート室
　　電話番号：0800-800-3345（北海道内からの通話無料）
　　受付時間：９：00 ～ 17：00（当金庫の平日営業日）

まいります。
　　・ 商品・サービスの説明資料については、平易で分かりやすい

表現を徹底するとともに、お客さまからの要望等を踏まえて、
適宜改善に努めてまいります。

４．	重要な情報の分かりやすい提供
　　 　当金庫は、十勝に暮らすお客さまの金融知識や運用経験等を

考慮した上で、金融商品・サービスの選定理由、商品の仕組み、
リスク・リターンの関係、取引条件、費用等、販売・推奨等に
係る重要な情報をお客さまが理解できるよう丁寧かつ分かりや
すくご提供してまいります。

　　＜主な取組み＞
　　・ 重要情報シートや契約締結前交付書面、投資信託説明書（交

付目論見書）、商品概要・設計書等の説明資料を用いて、お
客さまの投資判断に必要な重要な情報について、誤解を招く
ようなことなく理解いただけるように、分かりやすくご提供
してまいります。複雑又はリスクの高い金融商品・サービス
の販売・推奨等を行う際は、同種の商品内容と比較しながら、
お客さまが適切な投資判断や選択ができるよう、より丁寧か
つ分かりやすい情報提供に努めてまいります。

　　・ 商品の説明に際しては、お客さまにご理解いただけているか
を確認しながら説明するよう努めてまいります。

　　・ お客さまへの情報提供や説明態勢については、お客さまが理
解できるようより分かりやすく提供できているか、継続的に
検証してまいります。説明資料についても同様に、継続的に
検証し、見直してまいります。

　　・ お客さまの投資判断や金融リテラシーの向上に資するよう、
お客さま向けセミナーや相談会を随時開催し、適切な情報提
供を行ってまいります。

５．	お客さまにふさわしいサービスの提供
　　 　当金庫は、十勝に暮らすお客さまの状況を継続的に把握する

とともに、お客さまの知識・経験・財産の状況や投資目的等の
ご意向をしっかりとお聞きし把握したうえで、ライフプランを
踏まえたコンサルティングを行い、お客さまが必要とされてい

る金融商品・サービスをご提案してまいります。また、お客さ
まに寄り添った適時適切なアフターフォローの充実に努めてま
いります。

　　＜主な取組み＞
　　・ お客さまの多様なニーズにお応えするために適宜商品ライン

ナップを見直しするなど、お客さまが必要とされる商品の品
揃えに努めてまいります。

　　・ 金融商品・サービスの提案・販売に際しては、お客さまの投
資に関する知識や経験、財産の状況やお客さまが許容できる
リスク、投資目的等を把握した上で、ご提案してまいります。

　　・ 保有資産の状況や市場動向等の情報提供を行うとともに、お
客さまの意向を都度確認しながら、長期的な視点にも配慮し
た適時適切なアフターフォローを行ってまいります。

　　・ ご高齢のお客さまには、ご家族と一緒にご検討いただくこと
をお勧めします。

　　・ 商品の特性・リスク等を踏まえ、お客さまにとってふさわし
いとはいえない商品の可能性があると判断した場合には、ご
提案を控えさせていただくこともございます。

６．	お客さま本位の業務運営のための体制整備
　　 　当金庫は、お客さま本位の業務運営の実効性を高めるために、

役職員に対して適切な動機づけを図ってまいります。
　　 　お客さま本位の業務運営を促す態勢の整備に努めるととも

に、より質の高い金融サービスを提供するため、職員研修の充
実に努めてまいります。

　　＜主な取組み＞
　　・ 本基本方針の浸透に向け、庫内研修カリキュラムの充実を継続

的に図るとともに、役職員の理解度の検証に努めてまいります。
　　・ 役職員の担当業務や階層に応じた研修を継続的に実施し、商

品や投資環境に関する知識、コンプライアンス及びコンサル
ティング能力等の向上を図り、高い専門性と職業倫理を保持
してまいります。
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2024年度（2024年 4月 1日～ 2025年 3月 31日）

４月１日　　ビジネスカジュアル導入

４月20日　　管内町村各店で清掃奉仕活動実施（4月20日～12月12日）

６月10日　　⻘空友の会「鵜飼観賞と博物館明治村を楽しむ４日間」実施（６月10日～６月13日）

６月19日　　「第110期通常総代会」開催

６月20日　　株式会社スマヒロと「採用力向上セミナー」を共同主催

７月２日　　「信用金庫の日・協賛献血」実施

７月16日　　「とかち・イノベーション・プログラム2024」開催（７月16日～11月28日）

８月２日　　「地元高校生による十勝の未来づくり応援プロジェクト」参加証交付式開催

８月８日　　農業者や食品業者、運送業者等向けの「機械展示会」開催

８月19日　　 北海道主催「地域絶品・食のマーケティング人材育成事業 

食クラスター『地域フード塾』」共催（８月19日～2025年１月22日）

８月20日　　「とかち次世代経営ゼミナール（かちゼミ）」開講（８月20日～10月23日）

９月12日　　 ジェトロ北海道、帯広市、とかち地域活性化支援機構と 

「商社マッチング北海道（帯広）」を共同主催

10月１日　　株式会社NEXYZ.とビジネスマッチング契約を締結

10月７日　　 「Instagramオンライン勉強会・ワークショップ」開催 

（10月７日、10月８日、11月11日）

10月11日　　 上士幌町と「おびしんキューピット」連携協定を締結 

日本政策金融公庫主催「海外展開セミナー」共催

10月30日　　地域貢献の一環として献血活動を実施（10月30日、2025年２月19日）

11月16日　　子ども向け地域職業体験イベント「おびひろキッズタウン2024」出展

12月６日　　 北海道中小企業総合支援センター主催「食のビジネスマッチング2024 in 帯

広」共催

12月13日　　十勝池田町農業協同組合と「おびしんキューピット」連携協定を締結

１月29日　　十勝総合振興局主催「とかちフード塾 2025」共催

２月18日　　農業者や食品業者、運送業者等向けの「ビジネス展示会」開催

２月25日　　 「帯広信用金庫アプリ」の提供開始 

池田町、池田町商工会と「おびしんキューピット」連携協定を締結

２月26日　　十勝総合振興局主催「とかち・食のビジネスマッチング2025」共催

３月１日　　ジェトロ北海道と「十勝地域における輸出支援体制強化のための連携協定」を締結

３月11日　　「FOODEX JAPAN 2025」（東京）への「北海道十勝物産館」の出展支援（３月11日～３月14日）

こ の 一 年 の 歩 み

Instagram
オンライン勉強会・ワークショップ

上士幌町と「おびしんキューピット」
連携協定締結
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2025年７月

理 事 長 　中田　真光

　今年度も当金庫へのご理解を一層深めていただくため、「帯広信用金庫ディスクロージャー2025」を

作成致しましたので、ご高覧いただけますようお願い申し上げます。

　さて、昨年度の我が国の経済は、30年ぶりの高い賃上げ率や3年連続で消費者物価指数が2％超の上

昇率となるなど賃金と物価の好循環が形成され始め、日本銀行では金融政策の正常化に向け7月と1月に

利上げを実施するなど「デフレ経済からの脱却」が進む大きな転換点を迎えた年となりました。一方

で、米国のトランプ政権による相互関税導入など経済政策の予見可能性が低下したことで先行き不透明

感が増しており、景気は緩やかな回復基調にあるものの加速感が出るまでには至っておりません。

　当金庫の営業地域である十勝経済においては、資材高騰による住宅投資等の減少や、大型店市場の

大幅な縮小の影響等もあり個人消費は一部に弱さがみられるものの、学校・病院等の大型案件による

公共事業の増加や生乳生産量の増加等もあり、全体としては持ち直しが続いています。また、基幹産業

である農業生産では、管内JA取扱高が過去最高の3,770億円に達し、国内の年間食糧消費量の1割以上

を産出する食糧基地として十勝農業の強さが発揮された結果となりました。 

　しかしながら、この十勝でも近年では他の地域と同様に人口減少や事業所の減少、高齢化の進展と

いった構造的な課題に直面しております。加えて、昨今の物価上昇や人手不足など、社会経済環境の急

速な変化への対応が求められております。

　このような経済環境の下、当金庫は中期経営計画「～すべては十勝のために～」の最終年度として、単

年度事業運営計画に15項目の個別施策を掲げ「行動計

画」及びその「ねらい」を実現するために、役職員が一丸

となって事業運営に当たってまいりました。

　私ども帯広信用金庫はこれまで以上にお客さまのニー

ズや課題に真摯に向き合い、資金繰り支援にとどまらず、

様々な経営課題の解決に資するコンサルティング機能を

強化し、地域経済の担い手である地元事業者の持続的成

長を役職員一同全力で支援する所存です。

　来年の創業110周年に向け、地域の皆さまに支えられ成

長してきた地元金融機関として、地域密着型金融の取組

みをより一層深化させ、地元十勝のさらなる発展のために

誠心誠意貢献してまいりますので、今後とも変わらぬご支

援・ご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

ご　挨　拶
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ディスクロージャー2025【資料編】は、当金庫ホームページにてご覧いただけま
す。閲覧を希望されるお客さまは、下記のウェブサイトからご覧ください。なお、イ
ンターネットの操作が分からないお客さま又はインターネットに接続できる電子
機器（パソコン、スマートフォン等）をお持ちでないお客さまは、別途ご案内いたし
ますので、当金庫職員までご相談ください。

記

○当金庫のウェブサイト（ディスクロージャー誌の掲載ページ）
https://www.shinkin.co.jp/obishin/company/disclosure/

　　 ※なお、スマートフォン等からは、
　　    こちらでもアクセスすることができます。

ディスクロージャー2025
【資料編】の閲覧に係るご案内
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